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ご契約に際して

保険契約者について

契約者とは、ハピネス共済会と保険契約を結び、契約上の権利（給付

金請求権など）と義務（保険料支払義務など）をもつ方です。

※保険契約の保障が開始される日を契約日といいます。

次のいずれにも該当する方が、「新いぶき」の保険契約者になること

ができます。

①契約日の直前において、継続して１年以上、「団体型医療保険」の

保険契約者または被保険者である方

②契約日において満15歳以上71歳以下である方

加入できる方（被保険者になることができる方）

次のいずれにも該当する方が、「新いぶき」の被保険者になることが

できます。

①契約日の直前において、継続して１年以上、「団体型医療保険」の

被保険者であった方

②契約日において、次のいずれかに該当する方

ア．保険契約者

イ．保険契約者の配偶者（内縁関係にある者を含む）

ウ．保険契約者と生計を一にする保険契約者の子、父母、孫、祖父

母、兄弟姉妹

エ．保険契約者と生計を一にする保険契約者の配偶者の子、父母、

孫、祖父母、兄弟姉妹

③契約日において、満1歳以上71歳以下の方

■一部のご職業について

次のいずれかの職業に従事する方は、その職業の就業中に発生した保

険事故について給付金を支払わないことを条件に、被保険者となるこ

とができます。

①力士、拳闘家、プロレスラー、軽業師、テストパイロット、テスト

ドライバー、その他これらに類する職業

②競馬、競輪、オートレース、競艇等の職業競技者

③潜水、潜函、サルベージ等に従事する者

④自衛官

告知義務について

保険契約の申込みの際または保険契約口数を増加する際は、保険契約

者および被保険者になろうとする方には、現在の健康状態や過去の治

療履歴などについて正しく告知していただきます。

申込み後、契約日または責任開始日の前日までの間に、新たに告知す

べき事由が発生した場合は、すみやかにハピネス共済会に通知してく

ださい。

故意または重大な過失によって事実が告知されなかったり、事実と異

なる告知をされますと、ご契約を解除することがあります。この場合

には、給付金の支払事由が発生していても、給付金をお支払いするこ

とはできません。

お申込みから保障の開始まで

ハピネス共済会が加入申込みを承諾したときは、申込日において契約

が成立したものとみなします。

第１回の保険料が払い込まれた日の翌月１日午前零時から保障を開

始します。

※加入申込みを承諾したときは、保険証券を発行します。

保険期間

保険期間は、契約日に始まり、満81歳の年単位の契約応当日の前日ま

でとなります。

※保険契約の保障が開始される日を契約日といいます。

契約できる限度について

１人の被保険者が同じ種類の保険を複数加入することはできません。

１人の被保険者が契約できる限度は次のとおりです。

「新いぶき」は、８口まで契約することができます。

ただし、健康状態に関する告知事項がある場合は、５口を上限に移

行加入時の団体型医療保険の基本契約口数まで契約することができ

ます。

保険契約口数の増加または減少について

(1) 保険契約者が保険契約口数の増加の申込みをするときは、増口部

分について新たな契約の申込みを行ったものとして取扱います。

このとき、同一の被保険者にかかる増口後の合計口数は契約限度

の範囲内とします。

(2) 保険契約者が保険契約口数を減少させようとするときは、減口部

分について解約の申込みを行ったものとして取扱います。

新いぶき （移行型医療保険） ご契約のしおり

この｢ご契約のしおり」は、ご契約内容についての大切な事柄をご説明しています。

必ずご一読のうえ、契約内容をご理解いただきますようお願いします。
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給付金のお支払いについて

給付金の種類

基本入院給付金
不慮の事故や病気の治療のため、継続して５日以

上の入院をしたとき

健 康 祝 金 保険期間満了の日において生存していたとき

死 亡 給 付 金 保険期間中に死亡したとき

基本入院給付金のお支払いについて

支払理由

被保険者が保険期間中に次の条件をすべて満たす入院

をしたときにお支払いします。

ア．責任開始日以後に発病した疾病、または責任開始日

以後に発生した不慮の事故(別表１)による傷害を直

接の原因とする入院であること

イ．アの原因についての治療を目的とする入院であるこ

と

ウ．保険期間中に開始した入院であること

エ．病院または診療所等における入院であること

オ．入院日数が継続して５日以上であること

※傷害入院とは、不慮の事故を直接の原因として、当該

発生日から180日以内に開始した入院をいいます。疾

病入院とは、傷害入院以外の入院をいいます。

支 払 額 基本入院給付日額×入院日数

給付限度

ア．継続した１回の入院について、１８０日分の支払い

を限度とします。

イ．契約日から５年ごとに傷害入院、疾病入院それぞれ

５４０日分の支払いを限度とします。

基本入院給付金を減額してお支払いする場合

(1) 保険契約の締結の際に、ハピネス共済会が告知等により知ってい

たその疾病または不慮の事故による傷害に関する事実に基づい

て承諾した場合には、次のとおり基本入院給付金をお支払いしま

す。

①不慮の事故を直接の原因とする傷害により責任開始日をまたぐ

入院をしたとき

基本入院給付金の額を100分の20に減額してお支払いします。

②不慮の事故を直接の原因とする傷害により責任開始日から180日

以内に入院をしたとき

基本入院給付金の額を100分の50に減額してお支払いします。

③疾病の治療を直接の原因として責任開始日をまたぐ入院をした

とき

基本入院給付金の額を100分の20に減額してお支払いします。

(2) その疾病または傷害について、責任開始日前に被保険者が医師の診

療を受けることなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受

けたことがない場合には、基本入院給付金をお支払いします。た

だし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が

認識または自覚していた場合を除きます。

(3) 保険契約の申込み時において健康告知事項に該当する場合で、疾病

の治療を直接の原因として入院したときは、次による基本入院給付

金をお支払いします。

①責任開始日から90日以内に開始した入院

基本入院給付金の額を100分の20に減額してお支払いします。

②責任開始日から90日を超え180日以内に開始した入院

基本入院給付金の額を100分の50に減額してお支払いします。

③責任開始日から180日を超え１年以内に開始した入院

基本入院給付金の額を100分の80に減額してお支払いします。

(4) 保険契約の申込み時において団体型医療保険の契約時口数を超え

た口数分がある場合で、疾病の治療を直接の原因として入院したと

きは、契約時口数を超えた口数分については次による基本入院給付

金をお支払いします。

①責任開始日から90日以内に開始した入院

基本入院給付金の額を100分の20に減額してお支払いします。

②責任開始日から90日を超え180日以内に開始した入院

基本入院給付金の額を100分の50に減額してお支払いします。

③責任開始日から180日を超え１年以内に開始した入院

基本入院給付金の額を100分の80に減額してお支払いします。

(5) 保険契約口数を増口した場合で疾病の治療を直接の原因として入

院したときは、増口分については次による基本入院給付金をお支払

いします。

①増口を行った日から90日以内に開始した入院

基本入院給付金の額を100分の20に減額してお支払いします。

②増口を行った日から90日を超え180日以内に開始した入院

基本入院給付金の額を100分の50に減額してお支払いします。

③増口を行った日から180日を超え１年以内に開始した入院

基本入院給付金の額を100分の80に減額してお支払いします。

１回の入院とみなす場合

(1) 疾病入院による基本入院給付金の給付最終日の翌日から起算して

180日以内に疾病入院を開始したときは、その入院の原因にかかわ

らず継続した１回の入院とみなします。

注：給付最終日とは基本入院給付金の支払対象となる最後の日をい

います。（以下、同）

(2) 傷害入院による基本入院給付金の給付最終日の翌日から起算して

180日以内に同一の原因による傷害入院を開始したときは、継続し

た１回の入院とみなします。

(3) 基本入院給付金の給付最終日の翌日から起算して180日を経過して

入院していたときは、その日から新たに入院を開始したものとみな

します。

(4) 基本入院給付金が支払われる入院の期間中に、異なる疾病を併発し

たときは、当初の入院と同一の原因により継続した１回の入院とみ

なします。

(5) 基本入院給付金が支払われる入院の期間中に、異なる傷害入院を開

始したときは、当該入院を開始した日から新たな入院とみなし、当

初の入院と新たな入院との重複する期間については、当初の入院の

基本入院給付金はお支払いしません。

(6) 退院日の翌日から起算して30日以内に入院し、そのどちらかの入院

が継続して５日以上となったときは、それらの入院は継続した１回

の入院とみなします。

(7) 被保険者が転院により入院した場合は、転院前の入院から継続した

同一の疾病または傷害による１回の入院とみなします。

※基本入院給付金の支払理由となる入院期間の途中で保険契約が終了

した場合は、終了後の期間に対応する基本入院給付金はお支払いしま

せん。

※給付金を請求するためにハピネス共済会または病院もしくは診療所

所定の証明書原本を提出したときは、ハピネス共済会は入院日から退

院日までの１入院期間について3,000円を限度に費用を補助します。

新いぶき （移行型医療保険） ご契約のしおり
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健康祝金のお支払いについて

支払理由
被保険者が保険期間満了の日において生存していたと

きにお支払いします。

支 払 額 １口あたり１０,０００円

死亡給付金のお支払いについて

支払理由
被保険者が保険期間中に死亡したときにお支払いしま

す。

支 払 額

契約年齢 １口あたり

満５０歳未満 ３０,０００円

満５０歳から満５９歳 ２０,０００円

満６０歳以上 １０,０００円

※被保険者が死亡したときの解約返戻金額相当額が上

記の死亡給付金を上回るときは、その解約返戻金相当

額を死亡給付金としてお支払いします。

給付金受取人について

(1) 給付金の受取人は、保険契約者とします。ただし、保険契約者が死

亡したときは、保険契約者の法定相続人を給付金受取人とします。

(2) 給付金受取人が２人以上となったときは、代表者１人を定めていた

だきます。この場合、その代表者１人は給付金受取人を代表するも

のとします。

給付金代理請求人について

(1) 給付金受取人が給付金を請求できない特別の事情があるときは、給

付金代理請求人は、被保険者の同意を得て保険契約者の代理人とし

て給付金を請求することができます。

(2) 給付金代理請求人は、代理請求の申し出の日において、次のいずれ

かに該当する方とします。

①被保険者

②保険契約者の配偶者（内縁関係を含む。）

③保険契約者と生計を一にする親族

④その他、ハピネス共済会が給付金の請求代理人として特に認めた

方

給付金のご請求について

被保険者が給付金の支払事由に該当したときは、ただちにハピネス共済

会へ連絡してください。給付金支払請求等の必要書類をお送りしますの

で、給付金受取人は遅滞なく給付金の支払いを請求してください。

※給付金受取人等が給付金の支払事由が生じた後、３年以内に給付金の

支払請求を行わなかった場合には、請求権は時効により消滅します。

給付金のお支払いにあたって

(1) ハピネス共済会は給付金の請求を受けた場合、給付審査または必要

に応じて事実の確認を行います。

(2) 給付金をお支払いする場合は、必要な書類がハピネス共済会に到着

した日の翌日から起算して30日以内に給付金を給付金受取人にお

支払いします。ただし、給付金の額を確定するために調査を必要と

する場合を除きます。

(3) ハピネス共済会は、給付金受取人または給付金代理請求人のうち、

いずれか１名に対して給付金を支払った場合、重複して給付金の支

払いを行いません。

保険料払込猶予期間中の給付金の支払いについて

保険料の払込猶予期間中に給付金の支払事由が発生し、給付金の請求

を受けた場合には、ハピネス共済会は未払込みの保険料が収納された

のちに、給付金の支払いを行います。

給付金をお支払いできない場合

■基本入院給付金

(1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき

(2) 保険契約者または被保険者の犯罪行為によるとき

(3) 被保険者の自殺行為または私闘によるとき

(4) 被保険者の精神作用物質依存症候群、統合失調症、統合失調症型障

害、人格障害、知的障害を原因とするとき

(5) 契約日前に被保険者または保険契約者に判明していた先天性の異

常（発育の異常、発育不全を含む。）を原因とするとき

(6) 検査を目的とし治療を伴わないもの、美容を目的とするもの、正常

分娩によるもの

(7) 被保険者の精神作用物質の使用、統合失調症、統合失調症型障害、

人格障害を原因とする事故

(8) 被保険者の泥酔を原因とする事故

(9) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転または操縦を

している間に生じた事故

(10)被保険者が法令に定める酒気帯びで運転または操縦をしている間

に生じた事故

(11)原因の如何を問わず、頸部症候群（むちうち症、頸椎捻挫など）ま

たは腰痛もしくは背痛で、他覚症状のないもの

※他覚症状とは、神経学的検査、レントゲン検査または脳波検査等

の結果、客観的、かつ医学的に証明できる所見が認められる状態

をいい、患者自身の自覚は含みません

(12)次の職業の就業中に発生した事故

①力士、拳闘家、プロレスラー、軽業師、テストパイロット、テス

トドライバー、その他これらに類する職業

②競馬、競輪、オートレース、競艇等の職業競技者

③潜水、潜函、サルベージ等に従事する者

④自衛官

(13)告知義務違反によるとき

■死亡給付金

(1) 保険契約者の故意（被保険者が保険契約者と同一である場合を除

く）によるとき

(2) 死亡給付受取人の故意によるとき

(3) 被保険者の犯罪行為によるとき

新いぶき （移行型医療保険） ご契約のしおり
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非常な出来事の場合

戦争その他の変乱、地震、噴火または津波により給付金の支払理由に

該当した場合には、給付金の金額を削減してお支払いすること、もし

くは給付金の全額をお支払いしないことがあります。

契約の終了について

契約が無効となる場合

(1) 保険契約者または被保険者が契約日にすでに死亡していたとき

(2) 保険契約者または被保険者が契約日において保険契約者または被

保険者の範囲外であったとき

(3) 保険契約者または被保険者が保険期間中に保険契約者または被保

険者の範囲外になったとき

(4) 同じ種類の保険に重複して契約していたときは、その限度を超えた

部分

(5) 被保険者の同意を得ずに加入したとき

(6) 保険契約者の意思によらないで加入申込みがされたとき

※契約が無効となった場合において、給付金の支払理由が発生していて

も給付金をお支払いしません。

※保険契約者が善意であり、かつ重大な過失がないときは、保険料の全

部または一部を契約者にお返しします。

給付金の不法取得目的により契約が無効となる場合

保険契約者が給付金を不法に取得する目的または他人に不法に取得

させる目的をもって保険契約を締結したときは、その保険契約は無効

とします。この場合、すでに払い込まれた保険料はお返ししません。

詐欺等により契約が取り消しとなる場合

保険契約者または被保険者の詐欺により保険契約を締結したときに

は、ハピネス共済会は保険契約を取り消すことがあります。

※契約が取り消しとなった場合、すでに払い込まれた保険料はお返し

しません。

※給付金の支払理由が生じた後に、契約が取り消しとなった場合でも、

給付金はお支払いしません。

契約が解除となる場合

次のいずれかの場合、保険契約を将来に向かって解除することがあり

ます。

(1) 保険契約者または被保険者が、保険契約の申込みの際に、故意また

は重大な過失により事実が告知されなかったとき、または事実でな

いことが告知されたとき（告知義務違反による解除）

(2) 保険契約者または被保険者が給付金を詐取する目的または他人に

詐取させる目的で事故招致をしたとき（詐取目的での事故招致）

(3) 保険契約の給付金の請求に関し、その給付金の受取人が詐欺行為を

したとき（請求時の詐欺行為）

(4) 上記(2)(3)のほか、ハピネス共済会が保険契約者または被保険者に

対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由

があるとき

※契約の解除が給付金の支払理由が生じた後に行われた場合でも、給付

金はお支払いできません。すでに給付金をお支払いしていたときは、

返還していただきます。ただし、上記(1)の場合で、給付金の支払理

由の発生が解除の原因となった事実と医学上の因果関係が認められ

ないことを契約者または給付金受取人が証明したときは、この限りで

はありません。

※契約が解除された場合は、保険契約者の請求により解約返戻金を支払

います。

※契約の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保

険契約者の住所不明等の正当な理由により保険契約者に通知できな

いときは、被保険者への通知により行います。

※上記(1)の場合で、次のいずれかの場合には、ハピネス共済会が保険

契約を解除する権利は消滅します。

①保険契約の締結または口数増加の際に、ハピネス共済会が解除の

原因となる事実を知っていたときまたは過失により知らなかった

とき

②ハピネス共済会が解除の原因を知った日の翌日から起算して１

か月を経過したとき

③保険契約が責任開始日から起算して２年を超えて有効に継続し

たとき。ただし、責任開始日から起算して２年以内に、給付金の

支払理由が発生し、その支払理由について解除の原因となる事実

がある場合は、保険契約が責任開始日から起算して５年を超えて

有効に継続したとき

契約を解約する場合

保険契約者は、いつでも将来に向かって保険契約を解約することができ

ます。解約をするときは、所定の書類をハピネス共済会に提出してくだ

さい。書類に記入した解約日または書類がハピネス共済会に到着した日

のいずれか遅い日の属する月の末日に保障は終了します。

保障が終了する日の属する月の翌月以降の保険料をすでにハピネス共

済会が受領している場合は、当該保険料を保険契約者に返金します。

解約返戻金は、保険契約の契約日における満年齢と性別および経過年数

に応じた額となります。

※契約年齢や経過年数によっては、解約返戻金がない場合があります。

契約が消滅する場合

被保険者が死亡したときは、そのときをもって保険契約は終了します。

契約が失効する場合

保険料払込猶予期間の満了日までに保険料の払込みがないときは、保険

契約は払込猶予期間満了日の翌日に効力を失います。

※この場合、ハピネス共済会は保険契約者の請求により解約返戻金をお

支払いします。

※失効した保険契約は、復活の取扱いを行いません。

新いぶき （移行型医療保険） ご契約のしおり
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保険料の払い込みについて

保険料の払込期日と充当期間

第１回の保険料相当額は、第１回保険料として契約日の属する月の保険

料に充当し、第２回以降の保険料は、第１回保険料を充当した月の翌月

以降、順次充当するものとします。

第２回以降の保険料は、その保険料を充当すべき月の前月末日までに払

込みをいただきます。

保険料の払込方法

(1) 保険料の払い方は月払いとします。

(2) 保険料の払込方法(経路)は、次のいずれかによるものとします。

①ハピネス共済会の事務所またはハピネス共済会が指定した場所

における現金払いによる方法

②ハピネス共済会が指定する金融機関の口座への振込みによる方

法

③ハピネス共済会と提携している金融機関の口座振替による方法

※第２回以降の保険料の払込みは、指定いただいた口座より、毎月２６

日（この日が取扱金融機関の休業日の場合は翌営業日）に口座振替に

より払い込んでいただきます。

※払い込まれた保険料につきましては、通帳への記帳をもって領収証に

かえさせていただきます。

※保険料の延滞がある場合は、延滞分を加算して振替えします。

※同一の指定口座から複数の契約の保険料を振替える場合は、合計金額

を振替えします。一部の契約のみを振替えすることはできません。口

座の残高が不足していると、全ての保険料が振替不能となり契約が失

効となる場合がありますのでご注意ください。

保険料の払込猶予期間

(1) 毎月の保険料の払込猶予期間は、未払込みの保険料が充当されるべ

き月の１日から翌月末日までとします。

(2) 口座振替による方法で第２回以降の保険料の口座振替ができなか

ったとき、ハピネス共済会は保険契約者に対してその旨の通知を行

い、保険契約者は口座振替ができなかった月の翌月の振替日に、前

月分の保険料との合計額を口座振替の方法で払い込むものとしま

す。

(3) 口座振替ができなかった場合、口座振替以外の方法で未払込みの保

険料を払い込むことができます。

解約返戻金について

解約返戻金は、保険契約の契約日における満年齢と性別および経過年

数に応じた額となります。

死亡給付金を支払う場合は、解約返戻金をお支払いしません。

※契約年齢や経過年数によっては、解約返戻金がない場合があります。

給付金の請求の時効について

給付金受取人等が給付金の支払事由が生じた後、３年以内に給付金の支

払請求を行わなかった場合には、請求権は時効により消滅します。

権利義務の承継について

(1) 保険契約者は被保険者の同意およびハピネス共済会の承諾を得て、

保険契約の権利義務を被保険者に承継させることができます。

(2) 保険契約者が死亡した場合には、被保険者がハピネス共済会の承諾

を得て、保険契約の権利義務を被保険者に承継させることができま

す。

保険期間中の保険料の増額または給付金の減額について

ハピネス共済会は特に必要と認めた場合には、主務官庁の認可を得て、

保険期間の途中で保険料の増額または給付金額の減額を行うことがあ

ります。

氏名・住所や指定口座等の変更について

次のような場合は、遅滞なくハピネス共済会へご連絡ください。

(1) 住所変更

保険契約者または被保険者の転居や住居表示変更があったとき

(2) 改姓・改名

保険契約者または被保険者の氏名に変更があったとき

(3) 保険料払込み方法

保険料の口座振替（指定口座）を変更しようとするとき

※保険契約者または被保険者の住所変更をご連絡いただかないため、郵

便物をお手元に届けられないことから、契約が失効となる場合もあり

ますのでご注意ください。

ハピネス共済会の保険契約について

１．ハピネス共済会の保険契約は、保険業法に定める認可特定保険業者

が行う保険です。

２．ハピネス共済会の保険契約は、「保険契約者保護機構」による補償

の対象ではありません。

３．ハピネス共済会の保険契約は、所得税法等に基づく「生命保険料控

除」の対象ではありません。

新いぶき （移行型医療保険） ご契約のしおり
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移行型医療保険〔新いぶき〕 保険料表

１口あたりの保険料 （月額） ※最高８口

契約年齢 保険料 契約年齢 保険料

１歳 ２１０円 ３７歳 ４２０円

２歳 ２１０円 ３８歳 ４３０円

３歳 ２１５円 ３９歳 ４３５円

４歳 ２２０円 ４０歳 ４６０円

５歳 ２２５円 ４１歳 ４７０円

６歳 ２２５円 ４２歳 ４８０円

７歳 ２３０円 ４３歳 ４９０円

８歳 ２３５円 ４４歳 ５０５円

９歳 ２４０円 ４５歳 ５２０円

１０歳 ２４５円 ４６歳 ５３５円

１１歳 ２４５円 ４７歳 ５５０円

１２歳 ２５０円 ４８歳 ５６５円

１３歳 ２５５円 ４９歳 ５８５円

１４歳 ２６５円 ５０歳 ６００円

１５歳 ２７０円 ５１歳 ６２０円

１６歳 ２７５円 ５２歳 ６３５円

１７歳 ２８０円 ５３歳 ６５５円

１８歳 ２８５円 ５４歳 ６７５円

１９歳 ２９０円 ５５歳 ７００円

２０歳 ２９５円 ５６歳 ７２０円

２１歳 ３０５円 ５７歳 ７４０円

２２歳 ３１０円 ５８歳 ７６０円

２３歳 ３１５円 ５９歳 ７８５円

２４歳 ３２０円 ６０歳 ８１０円

２５歳 ３２５円 ６１歳 ８３５円

２６歳 ３３５円 ６２歳 ８６０円

２７歳 ３４０円 ６３歳 ８９０円

２８歳 ３５０円 ６４歳 ９２０円

２９歳 ３５５円 ６５歳 ９５０円

３０歳 ３６０円 ６６歳 ９９０円

３１歳 ３７０円 ６７歳 １,０１０円

３２歳 ３７５円 ６８歳 １,０３０円

３３歳 ３８０円 ６９歳 １,０５０円

３４歳 ３９０円 ７０歳 １,０８０円

３５歳 ４００円 ７１歳 １,１１０円

３６歳 ４１０円

別紙

基本入院給付金を支払わない場合の定義（精神および行動の障害等）

基本入院給付金を支払わない場合のうち、次の項目は、平成17年10月7

日総務庁告示第1147号に基づく厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、傷

害および死因統計分類提要 ICD-10(2003年版)準拠」に記載された分類

項目中、次の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。

なお、新たな「分類提要」が施行された場合は、新たな基本分類コード

によるものとします。

分類名 基本分類

コード

分類内容

精神作用物質 F11.2 アヘン類依存症候群

依存症候群 F12.2 大麻類依存症候群

F13.2 鎮静薬または催眠薬依存症候群

F14.2 コカイン依存症候群

F15.2 カフェインを含むその他の精神

刺激薬依存症候群

F16.2 幻覚薬依存症候群

F18.2 揮発性溶剤依存症候群

F19.2 多剤およびその他の精神作用物

質依存症候群

統合失調症 F20 統合失調症

統合失調症型障害 F21 統合失調症型障害

人格障害 F60.2 非社会性人格障害

知的障害 F70 軽度知的障害（精神遅滞）

F71 中等度知的障害（精神遅滞）

F72 重度知的障害（精神遅滞）

F73 最重度知的障害（精神遅滞）

F78 その他の知的障害（精神遅滞）

F79 詳細不明の知的障害（精神遅滞）

精神作用物質 F11 アヘン類使用

の使用 F12 大麻類使用

F13 鎮静薬または催眠薬使用

F14 コカイン使用

F15 カフェインを含むその他の精神

刺激薬使用

F16 幻覚薬使用

F18 揮発性溶剤使用

F19 多剤およびその他の精神作用物

質使用

頸部症候群 S13.4 頚椎の捻挫及びストレイン

新いぶき （移行型医療保険） ご契約のしおり


